
建設業振興基金CCUSチャンネルはこちら

建設業振興基金 CCUSチャンネルはこちら
CCUSもふもふ建設隊隊員紹介はこちら

CCUSもふもふ建設隊
隊員紹介はこちら

部屋, 挿絵が含まれている画像 AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。

CCUS応援団チャンネルはこちら

CCUS応援団
チャンネルはこちら

座る, 電話が含まれている画像 AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。

現場運用マニュアル（次のページにインデックスあり）

１ 現場管理者の設定

２ 現場・契約情報の登録方法

３ 施工体制登録

４ 施工体制パターンの登録

５ 事業者間合意の要請と承認

６ 施工体制登録済の現場に技能者を登録する①

７ 施工体制登録済の現場に技能者を登録する②

８ 作業員名簿パターンの登録

９ 自社に所属する技能者の関連付け①要請と承認

10 自社に所属する技能者の関連付け②事業者が技能者を自社に関連付けする

11 技能者の関連付けで再申請が必要な場合の対処法

★ CCUS事業者⇔技能者関連付け解説

12 現場でタッチをし忘れたときの就業履歴の蓄積方法

13 組織情報と組織ユーザの設定

CCUS NEWS

● 厚生労働省のにおける建設キャリアアップシステム推進の取組み

● 元請独自ポイント実証実験（奥村組）

● 東急建設サポートデスク109のご紹介

● ｢集合型登録会｣ のご紹介

● ｢京都の管工事業～社長と職人の本音～｣ 

● 令和６年能登半島地震に係る建設キャリアアップシステムの運用

● 建設事業者団体の建設キャリアアップシステム助成金活用をサポート

● 就業履歴蓄積デバイスの紹介

再生リストはこちら

CCUSの登録申請

● なるほど！事業者･技能者代行申請

● 事業者･技能者本人申請

★ 最新版 事業者本人申請

★ 最新版 技能者本人申請

再生リストはこちら

CCUSのコツ

● 許可情報検索のコツ

● 代行申請の利用のコツ

● インターネット申請のコツ

● 書類のJPG変換方法のコツ

● ログインできないときの対処法

★ 建キャリインストール方法

再生リストはこちら

公共発注者支援機能

１ 概要

２ 元請事業者の操作方法

３ 発注者の操作方法

４ EXCEL帳票

再生リストはこちら

その他

● 行政書士のCCUS事業者登録方法

● 僕とパパの銀メダル（子ども向け）

● CCUS応援自販機

● CCUS応援団 特典情報

● CCUS応援団ホームページできました

動画リストはこちら

CCUSの概要説明

★ CCUSの概要(担い手３法改正対応版)

● ＣＣＵＳの概要 (9分)

● CCUSを知っていますか？ （4分)

● 3分でわかるCCUS

● CCUSイメージアニメ『CCUSを知っていますか？』 (8分)

● お父さん 建設キャリアアップシステムって何？ (6分)

● 必見！事業者⇔技能者関連付け（変更申請の方法）

● 15分で学ぶ！現場運用

● 適正な現場運用のポイント 総合評価･レベルアップ対策

● 建退共電子申請とCCUSのデータ連携

再生リストはこちら

CCUS Focus On

● 第9回 株式会社長浜機設 様

● 第8回 渡部工務店 株式会社 様

● 伊田テクノス社長に聞く

● 第６回 草野作工 株式会社 様

● 第5回 京都府管工事工業協同組合 様

● 第4回 有限会社 池田住研 様

● 第3回 一般社団法人 職人育成塾 様

● 【ダイジェスト版】 第2回 福井建設 株式会社 様

● 第2回 福井建設 株式会社 様

● 第1回 株式会社 スエヒロ工業 様

再生リストはこちら

新着おすすめ

再生リストからご覧ください

https://www.youtube.com/@CCUS_channel
https://www.youtube.com/@CCUS_channel
https://www.youtube.com/@CCUS_channel
https://www.kensetsu-kikin.or.jp/50th/special/#:~:text=%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B
https://www.kensetsu-kikin.or.jp/50th/special/#:~:text=%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B
https://www.kensetsu-kikin.or.jp/50th/special/#:~:text=%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B
https://www.youtube.com/@CCUS-ouendan
https://www.youtube.com/@CCUS-ouendan
https://www.youtube.com/@CCUS-ouendan
https://www.kensetsu-kikin.or.jp/50th/special/#:~:text=%E3%83%97%E3%83%AD%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6ulW7qKJ8Iq2yHxyL8lXudFdAibHsAmR
https://youtu.be/PmZHz6aklZY
https://youtu.be/PmZHz6aklZY
https://youtu.be/LhcAF6-NNFs
https://youtu.be/LhcAF6-NNFs
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6ulW7qKJ8IpMnwQQThsUToaclhKhdiHc
https://www.youtube.com/watch?v=6X7_Lw_W5tA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6ulW7qKJ8Iq9cNOjGwMTR5wTX_mcZfEw
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6ulW7qKJ8IoSOQba_Eh4fOVHPeBvhq8a
https://www.youtube.com/watch?v=bRbf3ppTPsw
https://www.youtube.com/watch?v=bRbf3ppTPsw
https://www.youtube.com/@CCUS_channel/videos
https://www.youtube.com/watch?v=Hbt_wGihPmw&t=891s
https://www.youtube.com/watch?v=Hbt_wGihPmw&t=891s
https://www.youtube.com/watch?v=Hbt_wGihPmw&t=891s
https://www.youtube.com/watch?v=Hbt_wGihPmw&t=891s
https://www.youtube.com/watch?v=Hbt_wGihPmw&t=891s
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6ulW7qKJ8IpfPRT8WD9Nu6-bAl1IYIz1
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6ulW7qKJ8IoBInLmYfkrryKdfPXm3zUr
https://youtube.com/playlist?list=PL6ulW7qKJ8IrIvalmYKHeYGg4XXV6Qv0Q&si=dgSr7S8SMsCoYHUJ
https://www.youtube.com/@CCUS_channel
https://www.youtube.com/@CCUS_channel


マニュアル

CCUS現場運用マニュアル
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① 現場管理者の設定

② 現場・契約情報の登録方法

③ 施工体制登録

④ 施工体制パターン登録

⑤ 事業者間合意の要請と承認

現場契約情報の登録には、現場担当者の設定が必須です。事業者責任者または階層管理者を現場担当者に設定

することも可能ですが、事前の現場管理者作成、設定がお勧めです。

現場管理者は、担当現場の現場契約情報の変更、施工体制登録、「建レコ」の設定等が可能です。

また、設定は無料で、複数の現場担当者に設定することも可能です。CCUSの現場運用を多くの方が行えます。

概 要 説 明 動画 ／ マニュアル

「現場・契約情報の登録」とは、元請け事業者が各現場ごとにその現場の「現場情報」「契約情報」「工事情報」の三つ

の情報を登録することです。

「現場情報」は必ず登録、「契約情報」「工事情報」は必要に応じて登録します。

これらの情報は下位の協力事業者からも閲覧できるので、全て入力すると現場全体での情報の共有化を図ること

ができます。 マニュアル

「施工体制登録」は、現場に入場する事業者を上位事業者が直近下位事業者の登録をする操作です。

操作方法は、「個別登録」か「事業者間合意済登録」かによって、操作方法が一部異なります。

マニュアル

ＣＣＵＳの現場運用には、現場施工体制の登録が必要です。

上位事業者と下位事業者が要請と承認を行い、それぞれの現場の施工体制を登録します。上位事業者と下位事業

者が「施工体制パターンの登録」を行うことで、より簡便に施工体制を登録できます。

「施工体制パターンの登録」を1回行うことで、どこの現場でもその事業者のパターンを使うことができます。
マニュアル

「事業者間合意」は、上位事業者と下位事業者が合意をすることにより、上位事業者が下位事業者に代わって手続

きを行えるようになる手続きです。

マニュアル

元請事業者

元請事業者

元請事業者 下請事業者

元請事業者 下請事業者

元請事業者 下請事業者

https://www.ccus.jp/attachments/show/64378821-6454-4e5a-be97-44b9c0a8081b
https://www.ccus.jp/attachments/show/64378821-6454-4e5a-be97-44b9c0a8081b
https://www.ccus.jp/attachments/show/62d7885a-5e68-41c2-b406-08cec0a8081b
https://www.ccus.jp/attachments/show/62d7885a-5e68-41c2-b406-08cec0a8081b
https://www.ccus.jp/attachments/show/63107f3a-b930-4c68-813f-61f4c0a8081b
https://www.ccus.jp/attachments/show/63107f3a-b930-4c68-813f-61f4c0a8081b
https://www.youtube.com/watch?v=NAiuRHv8ZZY&t=159s
https://www.youtube.com/watch?v=TZ29AcnUPQ0&t=161s
https://www.ccus.jp/attachments/show/6437a875-1348-423c-be13-6c44c0a8081b
https://www.ccus.jp/attachments/show/6437a875-1348-423c-be13-6c44c0a8081b
https://www.youtube.com/watch?v=rB4pbA70AqQ&t=265s
https://www.youtube.com/watch?v=qjzfm6ZH8Xo&t=15s
https://www.ccus.jp/attachments/show/62e930c4-2344-4970-abcb-7b8bc0a8081b
https://www.ccus.jp/attachments/show/62e930c4-2344-4970-abcb-7b8bc0a8081b
https://www.youtube.com/watch?v=q3_7I-0w8K4
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CCUS現場運用マニュアル
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⑥ 施工体制登録済の現場に

技能者を登録する①

⑦ 施工体制登録済の現場に

     技能者を登録する②

⑧ 作業員名簿パターンの登録

⑨ 自社に所属する技能者の関連付け

①要請と承認

⑩ 自社に所属する技能者の関連付け

②自社の技能者を関連付けする

元請事業者が現場登録と施工体制登録を完了後、下位事業者は自社の技能者を施工体制に登録する必要があり

ます。

一人ずつ登録する「明細登録」と、作業員名簿パターンを作成して班ごとに登録する「作業員名簿パターンからの

登録」の２通りを解説しています。また、施工体制台帳などの安全書類に自動反映できる「下請負事業者情報」の＜

「安全衛生責任者」「主任技術者」「選任区分」＞の登録も解説しています。

概 要 説 明 動画 ／ マニュアル

上位事業者と下位事業者が事業者間合意を行い、下位事業者に所属する技能者が「代理手続きの同意確認」を完

了していれば、上位事業者が＜下位事業者の施工体制登録＞と＜代行技能者登録＞を行うことができます。

技能者が所属事業者に対して「代理手続きの同意確認」を行う手順と、施工体制登録済の現場に下位事業者を登

録する方法、またその事業者に所属する技能者を代行登録する方法を解説しています。
マニュアル

例示に基づき、１次事業者が、作業員名簿パターンを作成する方法について解説しています。

マニュアル

技能者の就業履歴蓄積のためには、技能者の登録情報に所属事業者ＩＤが登録されている（技能者関連付け）必要

があります。

事業者が技能者を関連付けする際に、事前に必要な変更代行申請の要請と承認について解説しています。

マニュアル

技能者の就業履歴蓄積のためには、技能者の登録情報に所属事業者ＩＤが登録（技能者関連付け）されている必要

があります。

事業者と技能者の間で要請と承認を行い、変更代行申請が可能になった事業者が、技能者を関連付けする方法を

解説しています。
マニュアル

元請事業者 下請事業者

元請事業者 下請事業者

下請事業者

下請事業者

下請事業者

https://www.ccus.jp/attachments/show/63f457ea-652c-4ee0-8a75-04d4c0a8081b
https://www.ccus.jp/attachments/show/63f457ea-652c-4ee0-8a75-04d4c0a8081b
https://www.ccus.jp/attachments/show/63f45a9e-a838-4275-b5df-09fbc0a8081b
https://www.ccus.jp/attachments/show/63f45a9e-a838-4275-b5df-09fbc0a8081b
https://www.ccus.jp/attachments/show/62b50312-87f8-42f2-99a9-5cb7c0a8081b
https://www.ccus.jp/attachments/show/62b50312-87f8-42f2-99a9-5cb7c0a8081b
https://www.ccus.jp/attachments/show/62b5034c-1444-4c3d-95a1-5dbfc0a8081b
https://www.ccus.jp/attachments/show/62b5034c-1444-4c3d-95a1-5dbfc0a8081b
https://www.ccus.jp/attachments/show/62b5038c-4558-4688-bd80-5d19c0a8081b
https://www.ccus.jp/attachments/show/62b5038c-4558-4688-bd80-5d19c0a8081b
https://www.youtube.com/watch?v=0z6EQPl6994&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=_4N9SkFJ9Bc&t=329s
https://www.youtube.com/watch?v=X4-GbH0d5UI&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=4Y7TbBHAFp4&t=70s
https://www.youtube.com/watch?v=UVWXuWqeHHI&t=303s
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CCUS現場運用マニュアル

関

連

付

け

シ

リ

ー

ズ

⑪ 技能者の関連付けで

再申請を求められた時の対処法

★ CCUS事業者⇔技能者関連付け

⑫ 現場でタッチをし忘れたときの

     就業履歴の蓄積方法（直接入力）

⑬ 組織情報（階層）と

     組織ユーザ（階層管理者）の設定

技能者の就業履歴蓄積のためには、技能者の登録情報に所属事業者ＩＤが登録（技能者関連付け）されている必要

があります。

所属事業者が技能者を「関連付け」する過程で、技能者情報の再申請を求められるケースについて、よくある事象

と再申請の手順について解説しています。

概 要 説 明 動画 ／ マニュアル

事業者・技能者登録完了後に必須の、所属先の事業者と技能者の関連付けの手順の説明です。

解説画面の一部修正とナレーションの女性（ＡＩ）化をしました。

「所属事業者と技能者の紐付けの方法がわからない」「変更申請の方法が知りたい」という場合は、ぜひ一度ご覧

ください。
マニュアル

現場にキャリアアップカードをもっていくのを忘れた、現場でカードリーダーにカードタッチをするのを忘れたなど、

CCUSの就業履歴が記録できなかったときはありませんか。現場以外でも、CCUSの就業履歴を蓄積することが

可能です。現場で就業履歴の記録を忘れてしまった場合の就業履歴を蓄積する方法（直接入力の方法）について

解説しています。
マニュアル

元請事業者が現場運用を始めるにあたり、本社、支店、管轄部署などの〈組織情報〉を設定し、登録現場をその管下

に置けば、所属を明確にできます。また、設定した各階層に〈組織ユーザ〉として「階層管理者」を設定すれば、管理

者の権限の範囲を明確にできます。「階層管理者」の追加には、1 IDあたり年間11,400円のID利用料が発生し

ますが、運用方法をご検討いただき、会社の規模に合わせた〈組織情報〉と〈組織ユーザ〉の設定を行うことにより、

CCUSの運用管理をよりスムーズに行うことが可能になります。 マニュアル

そ

の

他

下請事業者

元請事業者 下請事業者

下請事業者

元請事業者 下請事業者

https://www.ccus.jp/attachments/show/62b50c2d-56e8-413f-bdbb-6795c0a8081b
https://www.ccus.jp/attachments/show/62b50c2d-56e8-413f-bdbb-6795c0a8081b
https://www.ccus.jp/attachments/show/600a2c24-7f20-4a9a-9dab-f4e06fabc59e
https://www.ccus.jp/attachments/show/600a2c24-7f20-4a9a-9dab-f4e06fabc59e
https://www.ccus.jp/attachments/show/operationguide12_20240807
https://www.ccus.jp/attachments/show/operationguide12_20240807
https://www.ccus.jp/attachments/show/646ee10e-36b4-46b7-ba98-540ec0a8081b
https://www.ccus.jp/attachments/show/646ee10e-36b4-46b7-ba98-540ec0a8081b
https://www.youtube.com/watch?v=h4Js2YhwjPM
https://www.youtube.com/watch?v=Pw_ELzUJZ38&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=gIhG8L7Jnxo
https://www.youtube.com/watch?v=28zRkr0Jj3c&list=PL6ulW7qKJ8Io4dnLXgsRSsDt0RMb1TgCI&index=12
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